
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　本号の編集作業中、米軍が横田基地に今夏配備予定のオスプレイ５機が横浜ノースドックに

陸揚げされ、その後横田基地まで飛来したというニュースが飛び込んできた。巻頭のインタ

ビューでも言及された日米地位協定の縛りの中、未だ安全性が危惧される米軍機の都心上空へ

の飛来について、日本政府は禁止を要請するどころか、配備前倒し公表を控えてほしいとする

米軍の要請に従い、通報から18日間も公表を控えていたことが明らかとなった。主権国家のこ

うした「異常な」対応は、意外なほど「冷静に」報道されている。

　沖縄における米軍基地問題の端緒ともいうべき太平洋戦争末期の沖縄本島への米軍上陸は、

73年前の４月に始まった。そこから人の一生ともいえるほど長い間、沖縄の人々が日常の中で

引き受けてきた日米関係の不条理さを、今こそ首都圏に暮らす私たちが自分事として受け止め、

その必要性を問い直す機会としていくべきではないだろうか。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　新年度早々の巻頭言にふさわしくないタイトルで申し訳ありません。「ここは地獄

か？」は、昨年12月に出版された『ルポ川崎』という本の帯の見出しのフレーズです。

2015年3月に起きた大師河原の中学生殺人事件から着想を得て、臨海部に面する川崎

区の若者のサブカルチャーを追いかけた本です。同時期にこの本の写真集、また殺人

事件そのものを描いた『43回の殺意』も出版されました。

　この本の書評については川崎市職労の機関紙に書かせていただきましたので重複は

避けますが、生まれも育ちも職場も組合活動の拠点も川崎区にあって、公害に苦しめ

られ貧困や差別にあえぐ労働者の町を少しでも良くしたいとの思いで仕事や活動に取

り組んできた自分にとって、その結果が「地獄」とまで表現されてしまうことへの虚

しさは、一度や二度の酒席の話題にするだけでは拭えぬものとなっています。朝日新

聞や神奈川新聞の書評で、地獄の中にあってもダンスやラップで活躍する若者たち、

ヘイトスピーチと闘う市民、外国に関わる子どもたちの居場所としてのふれあい館な

どを評価していただいたことで少しは慰められてはいますが…。

　エッセイという短い文章なので詳細な分析は他に譲りますが、この本に紹介された

若者に共通するものは、貧しさと不安定な家庭環境、そして「学校に行かない」もし

くは「行けない」といったところでしょうか。既に10代の中後半に至っているので、

家庭内であからさまな虐待を受けることはない世代ですが、半分大人として扱われる

中で、世間から受ける言葉の暴力や冷たい視線という社会からの虐待にさらされてい

るといえます。

　思想家の内田樹さんは、子どもが「消費主体」として育てられていることから「学

びからの逃走」、「労働からの逃走」をし始め、下流志向になっていくと説きました。

しかし、その機会さえ与えられず貧困と格差が新たな階級のように固定されていく構

造的な状況がここにあります。

　そしてその負の連鎖の構造に立ち向かえず、悶々として具体的な対処に追われてい

るのが心ある自治体職員・教員の現状ではないでしょうか。

　労働組合や政党はその悶々としたものを変革のエネルギーにしてきましたし、これ

からもそうあるべきでしょう。

　「地獄」と呼ばれる川崎区だからこそ、ヘイトスピーチの餌食にされています。ヘイ

ト攻撃を、ただ不愉快で日本の恥だとしか言わない善意の大多数の人こそ、地獄化す

る町を再生産しているのではと問わずにいられません。

　厳しい寒さが明け、華やいだ季節になりましたが、私は未だに悶々とした日々を送っ

ています。
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神奈川自治研センター設立 40 周年、憲法・地方自治法施行 70 年の節目の年となった 2017 年に

編集部では、これからの地方自治・市民自治の展開に求められることは何かを主題に、関係識者に

対し旬のテーマで見解をたずねるインタビュー企画を開始した。第 2 回目の本号では、現在進行

形の憲法改正論議を平和の視点から検討するため、当センター顧問で、横浜市会議員時代から約

30 年にわたり県内や沖縄の基地問題等、平和をテーマに取り組んでこられた齋藤勁氏（元内閣官

房副長官／元衆議院議員・参議院議員）にお話を伺った。 
 
１．神奈川の米軍基地問題 

 
平和問題に取り組んだ原点は・・・ 

 
〇編集部：  

2005 年に出版された『とことん分権、と

ことん平和‐神奈川発日本改革宣言‐』の中

で、幼少期から参議院議員時代の平和問題へ

の取り組みは詳しくされておられるので、今

日のテーマは、その後の動きを中心に考えて

います。まず始めに、なぜ平和問題に積極的

に取り組まれることとなったのか、そのきっ

かけをお聞かせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●齋藤： 
私の原点は、1945 年 7 月に生まれたこと

です。私は横浜市南区蒔田に住んでいて、近

くに米軍人の兵舎、住宅などが日常の風景と

してありましたし、父親の弟が戦争で亡くな

っているとか、生活や地域の中で「戦後」と

いうのがずっとあったわけです。平和の対極

的な戦争に関して、戦後荒廃期を物心つく多

感な時代に過ごしたということが、まず一つ

の小史としてあるのではないかと思います。 
運動としての関わりは横浜市職員時代が始

まりです。自治労、市役所の労働組合に組合

員として参加していくわけですが、一番印象

的だったのは「村雨橋」の出来事（※注１）

でした。相模原補給廠で米軍の戦車が修理さ

れて、再びノースドックからベトナムの戦地

に行く、という時に、横浜市神奈川区の村雨

橋のところで、当時の飛鳥田市長が先頭にな

って市役所の公的行為として、「車両制限

令」（※注 2）を駆使しながら、この橋は戦

車のような重いものは通行できませんと、体

で阻止をしました。それが一番最初に身近で

参加した平和運動だと記憶しています。その

神奈川自治研センター40 周年記念企画「識者に聞く」シリーズ第 2回 
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（公社）神奈川県地方自治研究センター顧問 齋藤 勁 氏
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あとに組合役員になって 会に出たりする

中で、少しずつ 積されてきたのだろうなと

いう がしますね。 
 

〇編集部： 
そこから 19 7 年に横浜市会議員に当 さ

れて、神奈川における平和問題・基地問題に

積極的に取り組まれたのですよね。 
●齋藤： 
横浜市の市会議員時代から一 して、米軍

施設の 理 小・ ということが、 治

としての 題でしたし、参議院議員になって

からも 点にしたのは、 の米軍 住宅

の問題ですね。ご のように、 市域分

の の米軍の 住宅の 設については

長い の 対運動がありますが、横浜市域

の の方については、 する地域に し

い 住宅を てることによって をしま

すよという合 がありました。 
私は、 はさせなけれ ならないけど、

しい 住宅は ないという立 に立っ

ています。なぜなら 、 区域である横浜

市の 重な を いながら、米軍のために

住宅を てるというような 合理はよした

うがいいだろうということです。

になってからも、 や に話をして、

そんな な 地の をしない うがい

いのではないか、何 をかけて をし

ていくよりも横 のベースあるいは横

市域で する方が合理的ではないかと

してきました。 
いま現在、 の 住宅は 人です。

人だということは、すでに らはどこかに住

んでるわけですから、 たに立てる はな

いわけです。米軍 住宅を てる がな

いという がいまも いています。しかし、

まだそこまで合 していないので、横浜市の

住宅の 地 は、まだ つかずの

なのです。一等地ですからもったいない。 

あとは、日米地 です。これはつい最

近でも、横 基地に されている米軍の

が 事 を こして、それに対して

民の での がまったくできないよ

うな が 沖であったし（※注 ）、

それがもっと日常的に きているのが沖縄で

すよね。日本の 権が関 することなく、

米軍 イドで検 を進めていくという 理

さというのが日米地 にあります。主権

として日米地 の改 を求めていく

というのも、ずっと一 して取り組んできた

題でしたね。 
 

〇編集部： 
の米軍住宅の問題で や に

働きかけても話が進まないというお話でした

が、その はどういう点にあるのですか。 
●齋藤： 

部 っこは です。地 改 も、

米軍施設の 理 小も、本来は日米が対等で

あるということになっていますが、対等では

ないのが です。私の参議院議員時代も、

横浜市会議員時代も わっていないことです

が、米軍施設はまったく しているとい

うことになれ 、地 は を求める

ことができるとなっています。しかし米軍の

方は、 していても自分た の 物の

ように、所 権・ 権があるのだというこ

とで、何かまた使い があるのではないかと

いうことでいる、というのが今日までずっと

ありますね。これが問題です。 
なぜそういうことを主 しないのかとか、

何回も何回も 問し、そして になって最

後は の一員にもなりましたが、日米合

員会についても記 の中身が出てこないん

です。 常に 的といいまし うか、

ック ックスの中で、 立たしい限りで

す。言ってみれ 、主権 であって、主権

ではない。その最たるものが在日米軍基

2　自治研かながわ月報 2018年4月号（No.170）
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地の だと思いますね。 
 
基地 く の ・・・ 

 

〇編集部： 
神奈川の基地が沖縄に いで多いというの

は、 と られていない話ですよね。 
●齋藤： 
自治労の人た と平和運動にも取り組んで

きました。また、 労（※注 4）の さん

とも長く し取り組んできました。それは、

基地に働く日本人 員の問題です。この人

た は、私た 民の によって、 で

が まって 出される。在日米軍基地は、

地であろうと、公 地であろうと、私

地であろうと、そこが されて基地になり、

ある 、治 法権的になっている。そのた

め、そこで働く日本人 員は、日本人労働

者であるにもかかわらず、日本の 内労働法

令をしっかり の労働者 に されてい

ないという、ここにも 理があります。そ

の も地 の中に かれています。 
そのように基地で働く人た は、基地

となると自分が働く の がなくなるとい

う、平和の 求と 常に した に か

れています。一方で、もし基地が 理 小さ

れたら、その は がしっかり取り組み

ますよという法 もあるので、ここの方 と

も今日までも して取り組んでいます。平

和運動で、基地の ートのそ で「〇〇基地

を しろ」と

いうと、 らは

なかなかつらい

立 にあって、

そこにはなかな

か参加できない。

しかし、本 的

に基地が何のた

めにあるのかと

いえ 、それは兵 だとか、 合によっては

にもなりかねないというところです。そ

う考えれ だということは、基地に働

く人た もよくわかっています。 
 
〇編集部： 
米軍基地で働く人 の労働問題というのは、

私た があまり ることのないテーマです。 
●齋藤： 
戦後 にたくさんの基地があったのです

が、かなり 理・ ・ 小していることは

事 ですね。今や の方では 基地、

に横田基地、横浜のノースドック、神奈川

県内で横 基地と 、あとは の に

と 県の 基地、長 県の

基地、それと沖縄ですね。 
沖縄はもうあら る部 がいますが、 に

兵 が一番 きい。 基地には、

最 といわれる 4000 ート を す

が 本あります。また、 の 問題で

県民の 思が通らない への 設という

問題があります。 の 民も日 の らし

で 日 ンスの を通っていれ でし

うが、身近に米軍基地がないという地域

ですから、なかなか自分のものとして えら

れないということはあるのかもしれません。

しかし、そういうことをもう一回問い すと

いうことが ですね。 
沖縄の問題も や だけではなく

て、神奈川では横 も、ノースドックも、

相模原の補給廠も、 も、それ れもう一

、何のために基地があるのかということを

問い すことが 事なんだろうと思います。

基地というのは、戦争のためのベース ン

ですから平和を考えるのに一番象 的なも

のです。戦争に る過 として 治や、いろ

んな地域で見つめていくことが、憲法改正問

題にもつながっていく話ですね。 
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〇編集部： 
 沖縄への関心が まったきっかけはどのよ

うなことだったのでし うか。 
●齋藤： 
最初に沖縄と くかかわったのは、市会議

員の時代ですね。日本 会 の横浜市会議員

だった当時、 会 の 地方議員 会議の

事長となって、沖縄で 自治体 集会、

自治体議員の集会を開 しました。そこで開

から開 後まで約 10 日 ずっと沖縄に

常 して、 からいろいろな方た と関わ

ったということが、きっかけでしたね。 
沖縄に 第 2 の基地県神奈川というこ

とで平和問題・基地問題に 通 がありまし

た。沖縄県議会の人た の議論はし っ

う地 等の話が出てきて、 た の 識

と行動は、 会議員 ベ ですよ。ここ神奈

川でも、地 問題で 議論になってい

ますけれどね。もっと して しいなと思

います。 
 
〇編集部： 
民主 時代には、沖縄県 顧問を められ

たのですよね。 
●齋藤： 
参議院に当 したときは日本 会 そして、

会民主 、さらに民主 となって、当

時は さんが代 の時だったと思いますが、

沖縄に県 組 がないということで、沖縄の

県 、地域組 を 当して ナイ ーと

して ってくれないかということで、 月 1、
2 回沖縄へ行って、組 を っていくわけで

す。さらに、日米地 問題や、米軍基地

の 理 小・ というような話に取り組

運動 体の方とも を進めていきました。 
民主 が 権 代をしてくるところまでは、

一市会議員、一 会議員の人が今 は衆議院

議員 補になったりして、 かったんです。

さんが代 になって、衆議院議員も 2
出した時があったわけですが、わずか 1

年 らずして一番期 を いた 問題で

していくわけですね。これで、沖縄の当

時の民主 やさま まな人た が 常に

感を わうわけですね。 
 

の 米 は・・・ 

 

〇編集部： 
相の「最 でも県 設」という

ッセー は 常に 的なものだっただけに、

その後の期 れ感は かったですね。 
●齋藤： 

権が発 した時、私は の役職につ

いていなかったので、官 に行って、 さ

んや官房副長官に何とかして日米で話し合い

をと しました。あの時は、 年 5 月

までに をつけるという約 をしてしまっ

たので、民主 権の初期 で日米でのテ

ー くりができませんでした。そして、

の 理 の さんも参議院議員 で

、 の ッ を言って、参議院で

を してしまう。 人目の 田 理

の官房副長官として私が官 に った時に

は、もう参議院は しているし、こ

の きな 題に取り組 には、 権の体 が

常に まっていました。しかも、その体

がない中で 田 権は、 問題に取

り組 わけですよね。 
私が官 に ったこの時には、いろんなこ

とについてどこかで を らないといけない

という思いでした。 さんも、 さんも

マ と米 で日米 会 はできなか

ったのですが、 人目の 田 理になってよ
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うやく、日米 会 で ントンに行くと

いうことになった。 
そこで、なんとか 問題を再 再 議

する らいのテー につけられないかと、

当時の民主 の 会議員と 治ベースで、日

米 会 の中に何か り ませることがで

きないかということでいろいろ 労したんで

す。事 の 会では、 や がい

るので言えないということで、 治 の時だ

けで話を進めました。 治 といっても 理

と私と補 官 らいの限られた ン ーです。

お い議会 でそういうことをして、

も日本も「議会の なしに進められな

い」という で、「議会の 議をしまし

う」ということを言ってもらった。 会

の に イト スのす そ の テ で

合わせをするわけですけれども、その時

に初めて官 が見るみたいな形で、 はそう

いうこともありました。 
権の体 が くなっている時の 治は

しいです。 
 
〇編集部： 
日米議会での を とした の 方

は、 常に画期的だったのではないですか。 
●齋藤： 
米軍の ムへの 設は日本が相当 す

るんですが、 も相当な を 出

していますから、 の 院議員からも

なのかという 見や、議会の中でもそう

いう議論もありましたし、あの はまだ、

設に関しても公に 問視している人た

が いました。そういう人た と私た

の取り組みが ンクしていたことは事 です。 
こ ら は、参議院では しても、

衆議院の方は多 っている。だから

で 問視をしている議員と して、

イドにものを していこうという で

した。そういう で、 田さんから「議会

の 」を言ってもらって、 マさんもわ

かりましたということになった。この日米

会 でのやり取りを がけたわけです。し

かし、 治は ですから、いくらやりまし

たと言ってもそんなのは何もならないような

ものですね。 
 
〇編集部： 
解 のためにいろいろ ー をしてみ

て しても、その が に生かされてい

くことが 事だと思います。日本の 合は、

過 の記 すら が さないこと

が当 のようになっていますから、 治 の

方 が記 として していくことが、 民へ

の という点でも 事だと思います。 
●齋藤： 

時代に沖縄等米軍基地 会、そうい

う議員 会をつくっていたんですね。

さんが会長で、私が事 長でした。

で、自民 、 がみんな って。です

から、議員 の会長の さんが 理 に

なったということで、沖縄も 常に期 をし

た。 
ところが問題は、 だけが日米 での

題ではないのです。 権 代してからの

関係ではまず、日米も日中も日 も 部そ

うですけれども、 題も めて話し合うため

のテー くりをします。日米の関係では、

日米地 の問題もあれ 、 の問題

もある。それをいきなり だけ言ってし

まった。その進め方の問題で、 にも

いがあり、日本の の 、

も でした。 
権が発 して、日米のテー を って

1 年 らずで、 の問題が１回 2 回の

で解 できるなんていうのはあり ない話

ですが、 常に 過 てしまった。日米関

係だけではないのですが、す てにわたって

過 てしまったというのが民主 権の
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の きな だと思っています。基地問

題、沖縄問題で言え 、過 に期 した。相

があることですから、それをどういう う

に との のテー に せて、話

し合っていくかということに がないまま、

発言だけがどんどん進んでいってしまった。

期限を って することを 理が自分

で発言したので、 め るを なくなってい

くという。最初の民主 権の ですね。

もったいなかったです。 
 

． の の基地

問題の  

 
は 念 に・・・ 

 
〇編集部： 

2 月 4 日の 市長 では、 設

に 対する現職の市長が れましたね。

の基地問題の展開をどのように見ておられ

ますか。 
●齋藤： 

市長 は、私もよく る 進さん

が な になりました。 年も一 の

長 で と「 ー 沖縄」（※注 ）と

いう人た が けていますから、たしかに

「 ー 沖縄」の人た の に問題

はあると思います。しかし、それ に 権

の うが というか、ものすごい ・

で ー 沖縄 の 補者を っている。

だから の沖縄県 事 というのも 常に

を さないですね。 
今 の 市長 で当 したのは、

問題に れない 補者でした。しかも、

の 設について「県 、 」と言って

いる沖縄の公 は、そういうことで 補者

の （と ） さんと をし

ました。 
それなのに の方は、もういかにも 設

が進んでいくみたいなことを言う。 思議な

で、周りは の 設で みたい

な と思っているけど、 はそうではな

く、 く争点にならなかった。しかし った

の方は、再編 を出しましたとか、

その でもうすでに 設は み

たいな け止め方をする。これは 問題です。 
 
〇編集部： 

では、 を争点にしたのは本

から行った運動 の人た だ、との見方も

ありますが。 
●齋藤： 
それは、 対 本部などを限 的に し

ているのではないかと思います。 市だけ

ではなく、 長 事が当 してから、

市（201 年 1 月 24 日）、 市

（2017 年 2 月 12 日）、うるま市（2017 年

4 月 23 日）といくつか がありましたが、

通しているのは が に出ないことで

す。市の市民 対みたいのがあって、本 か

ら来た人た は「 する」いうことになり

ます。私の目で見ると、 はも ろん、地

域の人た は でつながっているのですが、

運動で、 の 係 ーが い

というのがありました。 部を見 した

参 というか、そういうものが 常に けて

いた。 
出の 和さんという県会議員が

一 年亡くなったんです。 はずっと県会議

員で、 中で の市長 に出て、 し

ましたが、再び県議に当 します。私は市会

議員時代に で自治体 集会をしたと

きから、ずっと と が かったので、 会

議員になってからも ントンに一 に行き

ました。 が さんの最初の とか

参 になって、いろんな も ー 沖縄を

まとめていたんですが、そういう をする

人がいなくなってしまった。 がいれ 、い
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ろんな ももう少し何かできたのではない

かと思います。 
ただ、私は「 ー 沖縄」が け けてい

るのは、そういうことではないだろうと思っ

ています。今の でも、 から 7 は

設 対なんです。ですから や の

市民に対し「何で 」という問いかけをする

ことが し ない。そこまで い んでしま

っているということを、私た は け止めな

けれ いけません。 
 
の基地問題に ・・・ 

 
〇編集部： 
本 で らす私た は、これから沖縄の基

地問題にどう き合え よいのでし うか。 
●齋藤： 
それは多くの 民の さんも考えなけれ

ならないけれど、 治の が最たるもので

す。沖縄の問題として、 に の 設

先の問題として するのではなく、本来は

の基地の問題ですから、まず

に考えさせなけれ ならない。日米で合

をしていることは かだけど、もう一回問い

しをしなけれ ならない。そういう発 が

なけれ 、 進しないですよね。 
 
〇編集部： 
先 どの日米の対等な関係で、ということ

ですね。 
●齋藤： 
それはもう一 、日米再 議をしろという

ことだと思いますよ。在日米軍基地が 止

なのかどうかということも、まず日本 内で

考えれ いいわけです。 しろ、基地がある

こと自体が 民の生 ・ を にさらし

ている、という理解に 治が立つか立たない

か。 問題もそうです。 
中 やイ クで戦争があったときには、

や からも が行く。後方から、

いところから行くわけですよね。こんなに

中 と近い で、在日米軍基地が役 を

たすことはないわけで、中 とのせめ 合い

のため、というのはまったく か かしい話

です。しかも沖縄の 基地は 兵 です。

兵 は、第 2 戦などの記 画

でもあるように、かつては先 となりその

後から飛行 が行ったりしていたんですが、

今の戦争では、 ン イントで 人飛行 が

行き、後から 軍が行ったりするわけです。

それも の うに がいて、 から飛

行 が行く。 
今の沖縄にいる 兵 も 南 体を

ーテー ンで回って、自分た の 等

で た 識で、 により地域活動をしてい

るんです。だから、 に いておく

はなにもない。 やどこかに っていく

もない話です。 
そういう ックを一 めたから らな

くてはいけないということではなく、 長

事の主 は、もう一 日米で再 議してくだ

さい、ということだと思います。沖縄で「

だ」というものを、どこも け れるわけが

ないのだから、 事なのは 治の です。

一 めたら えられないんだという思考

止に った今の 権に対し、一 権を

して分 した人た が、もう一 り って

するような、そういう 治にしなき い

けないですね。 
 
〇編集部： 
「今の体制がありき」の 権が わらない

と、この問題は に進まないですね。 
●齋藤： 
だから の が ですね。民進 も分

しましたけど、最近の論戦を見ていると、

憲法問題や地 問題では 通 があ

る。 が一 になるにはいろいろあると思
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うけれど、 して になって、 で

をしていく。 に行っていろ

いろ話をするのもいいかもしれないし、中

に行って話をするのもいいだろうし、 、

近 と話し合って見つめてくる、見つめて問

い しをしてくる。そういうところでまた、

民の さんがそういう の が正しいと

いうときに を て、 権を り えてい

くということだと思います。 
 
〇編集部： 
 沖縄という地域の今後をどう見ていますか。 
●齋藤： 
沖縄には 月のように行っていますけれど、

、イン ンドで 常に活 がありま

すね。 からも中 の本 からも、タイか

らも 常にたくさん、も ろん日本の本 か

らも 常に が多い。これからは 期

在だけではなくて、さらに中長期 在 の

をすすめるというのが沖縄県の取り組みだ

と思います。 
から に来るよりも、 ンの

マ に行った うが いし、 とも 常

に近いところにあって、そういう での

活 を沖縄が ることが、また日本 体にも

いい を えるということでし う。

基地問題はありますが、それを り えて沖

縄の人た は、いま ッ ュに取り組

んでいますよね。 
 
〇編集部： 

の となるような けが

事ということですね。 
●齋藤： 
そうです。そういう中で の は自

と 運 していますから、 来的には

そういうのも うところへ行ってもらって、

のあんなに きい も

ではなくて、日本も使うとかとね。

の は、 最 で 田とか 田とか

にならないですよ。 
 
．平和 の  

 
の 問題 に ・・・ 

 
〇編集部： 
官 で取り組まれた平和 のお話も聞か

せていただけますか。 
●齋藤： 
日 で、 の方 に関する本 的な和

解ができていない問題については、解 は

しいけれど取り組まなけれ といけないなと

いう思いがありました。 うど 2011 年

月に の最 所が、かつての

が取り組んだことに関して、日 で話し合い

をしなさいという を出して（※注 ）、

これが再び 治 題になっていました。 
権、 権の時には く動きがなか

ったのですが、 田 権で私が関わった時は、

は 権で、 としっかり

を取ってやりました。一部 も出ています

が、もう少し 権が いていたら、 問

題は合 できた内 だったんです。 理自身

が の方にお話をする、あるいは

理に代わって 使がその方た にお話をする、

心からのお びを し るということでし

た。そして、その 史に関しての検 と

を しながら、後 代につな ていこうとい

うことが、まずありました。そして最後に、

基 か何かお の問題があるということで、

理が言う言 、 言を の 使

と何回も話し合って、こういう言 にしまし

うと、もうこれでいいですね、という ら

いまで来ていたんです。 
ところが、今 は日本の 治の うが、

の 討論で が問題になって、いろ

んなことで解 という話になってしまった。
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うど 年 の 編 もやっていた時期

で、来年 の を めて通常 会が わっ

てもう何か月かあれ という、そこまで行っ

ていたんです。衆議院議員として し

てからの私が、何とか取り組みたいと思って、

の当 の人た と 公 に会ったり、

に行って の 官に会ったり、日

本 内の市民運動の人とも会ったりして、い

ろんな人た と していただけに、極めて

なことでした。 
今の 権は のやり方です。しかし、

本的に みを けた方というのはいつまで

も れない。そのことに、 みを えた う

は、いつまでも にいかないといけないわ

けです。平和というのは、 しみとか、 い

とかいうことを和ら たり、 したりして、

それを生まないような 会をつくっていくと

いうことです。もしそういうことがあったら、

それを改めていくということが だし、そ

の時代、過 を らない人にはそれを えて

いくことが です。 
しみや いを して、今も してい

る イトス ー の問題や、あら る人権の

問題も、争う原点は、 とかお いの 理

解、 しみが しみを生 ということですか

ら、それを現代 会の中で らないように

していくというのが、身近な平和に対する

取り組みだと思います。かつての戦争のこと

を えていく も でし うけれども、

今 きていることに関しても、な らえて話

し合って理解しようということが、 来につ

ながっていくことなのだと思いますね。 
 
． の  

 
に ・・・ 

 

〇編集部： 
現在進行形の憲法改正論議に「平和」の

点から す き考えをお聞かせください。 
●齋藤： 
憲法 9 の自 の を れるかどうか

という話では、自 はみんな だからい

い ないかと、なんで問題なんですかとい

う な問いかけをして 民 に んでく

るということが 分考えられますよね。いま

論 の中でも、それでいいん ないか

というのが 回っている 聞 論 も

あるわけで いところです。 
 
〇編集部： 
自 という 在が、今は 時 での

イ ー が く、 けてくれる自 は 事

と思う一 市民の感 もあります。その先に

戦争があるという はし いですよね。 
●齋藤： 

景には、もし が一 イ でも飛んで

きて、という 問題の 心を られて

いるところがありますね。その時の 対象

で原 発 所に来たら、もう なことに

なる。 ・長 とは 物にならない

になるので、そうだとすれ なぜ原 発

所があるのかを問い してみる。在日米軍基

地も、米 対立ということになれ 当 のこ

とながら 的の対象になる。それは日米

約の問題とつながっていく話です。 
それらがなけれ に き まれる

がないので、なんでそういうところが な

のかということをもう一 私た 自身が問い

かけをしていく。そしてたどりつく 本の問

題を解 するのが ですが、それがこの

く たされなかった。民主 権では、

地 を りまし うという

もあった。しかし、先 ど言ったように日米

関係がおかしくなってしまった。 
日本の 史の みからいえ 、民主 権

であろうと、自民 権であろうと戦争をし

ないという憲法は なんですよね。いま
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問題で、来る 、来る と言うけれど、

なぜ こうが してくるんだろうといった

ときに、わが に在日米軍基地があるからと

いうことにもなってくる。そうしたら、その

ことをもう一 、日本自身が問い していく。 
方 問題でも、日 の中で、

したら在日米軍基地どうするんですかと

から言われているのに、日本 は えられ

ないですね。 問題も、 方 問題

も、沖縄も、 部 ですよ。 に沖縄

問題は沖縄問題、日 問題は日 問題でない、

も う。そういうことをみんなで問い

していけ 、 部わかってきます。 
そのうえで、何をしなけれ ならないかと

考えたときに、より な をつくって

えまし うという イ ステムは

です。 だって かりしてい

る。 イ を イ で つなんていう

か かしいことはやめまし う、ということ

をもっと言わなけれ ならないですよね。 
 
〇編集部： 
いまお話にあったような平和と との問

題のつながりが、何か一つのストー ーとい

うか、 体の「見取り 」のように見えてく

ると、私た も い視 に立った見方ができ

そうな がします。 等の事象 かり 目

すると、問題を 的に えが ですね。 
●齋藤： 

の問題も 視はよくない話です。

であろうが、 を 治するのは 民が め

る話だし、 との も日本と

と ンスなどいくつかの主 はありませ

んが、 では がある の うが多いわ

けですね。だから制 問題に うとか、 わ

ないとか の代 が に出て議論する

わけです。 
日本も、小 理の時に日 平 宣言を

んで（※注 ）10 年 ましたけど、

いまも平 宣言が生きているということは現

権も めている。日 平 宣言では、

がある日 と ようにしますよということ

を宣言したわけです。ところが 問題で

になっ った。 問題を解 するには、

日本 自のさま まな ン を使ってや

らなけれ ならないのに、それをただ「

ります」ということになっている。 
一方で、日本 が 等 に対する

をしていく中で、神奈川県もそうですが、

の方た の では えているものが問

題だとか、いろいろと をとなえて補

をストッ するような、身近なところで

問題があります。 
さらに県内を見 せ 、 の米軍基地が

時に 軍の 令部でもありました。

（1957 2007） では、 のとこ

ろに 戦 で がありますが、在日米軍

基地にも 3 があって がある。身近

なところに の問題があるんですね。 
 
． に 

 

に ・・・ 

 
〇編集部： 
最後に、これまでのご自身の を まえ

て、 代に えたい平和問題の視点や取り

組み方などをお聞かせください。 
●齋藤： 
私の主 する勁 では、 い 治 の人

た や、これからめ す人た に一 に ん

で しいなという思いから、 や横浜で

会をやっています。そこでの 的な

は、 の平和ということですね。先

日は、日中 回 45 周年で中 使 か

らお きしたり、 の 会には イトス ー

の問題も取り ています。 
それから私は、 ン の の 史とか
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り立 とか 常に の みをしていまして、

ン との も けています。現 も

ン を 問題の取り組みということで、

いろいろ期 をしていますが、 ン は民

主 として約 20 年 、 と中 と

いう な に まれる中で、 で

地域宣言をしました。 地域は が

するんですけれども、一 だけで 地域

をつくるというのは ン が初めての み

でした。 
は、 かに の とか、日米原

とかありますけれど、日本自身が ・長

に原 を されたということも め

て、 兵 はだめなんだということが の

まで っています。そういう で今、

の の問題は、日本が ン の取

り組みを んでいく きですね。 
は、 かに の 議を してい

る部分はあるかもしれないですが、それを

に するよりも、その原点にあるものを

見出していくのが日本の役 でないかと思い

ます。近 の の み、わが 自身の

の みを考えれ 、 を 立 させるこ

とは 常に だなと思っています。そうい

うことを に 治 の人た に んで しい

ですね。 
戦後の憲法ができたときは、戦 戦中を

る 代が論議しました。しかし 70 年 つと

今の日本 憲法を った戦中戦後の 労をず

っと る人た が、 ながらいなくなって

くる。私が参院議員になったのが 1995 年で、

自 さ 権の時ですが、憲法とか平和に対す

る 通 があったんですね。先日亡くなった

中 先生も、沖縄が地 戦の最たるもの

となった な しみというのも、みんな

身で っているから、本当に心の から沖縄

に対するさま まな思いというのも体現する

権の がありました。 代がだんだん わ

ってそういうことを思わなくなってきている。 

それは近 にもつながっていくであろ

うし、 問題にもつながっていくだろうし、

そういうことを 治 がもっとしっかり

していけ 、憲法 9 改正というようなこ

とには してならないはずだと思いますね。 
 

〇編集部： 
代を えた 通理解として、どこまで

められるのかが きな イントですね。 
●齋藤： 
先 どの 問題でいうと、日本が

とか を していたころのことで

すよね。そして 1945 年、私が生まれた年に

戦を えて、 ム宣言を した後も

ー 号での 約までの に、 が

からずっと めてきて、そして、 戦争

に がるわけです。 
今 の平 ン ックで、 民

が 一 ームになるということについて、な

んで分 になったんだろうかという、ご

く 通の問いかけをしていく。 ン ック

で を取った活 は かにス ー の

ですから でし うけれども、 ン

ック憲 の中には平和を求めていくと、

んと いてあるので、平和目的に使っていい

わけですよ。 
が、 が 2 つの地域、

になっているということをもう少し きく

んで、見 る。そして がないものにするた

めに一番 事なのは、かつて していった

日本が役 を たさないといけない。日米関

係はあるかもしれないけれど、戦争になって

なのは日本なんです。 史はずっとつな

がっていますから、過 を見て今も見て、

来を るということになる。それは 治 だ

けの役 だけでなく、私た 一人一人もテ

ビを見ながら、 戦しながら が 思いを

していくということが 事なんでし うね。 
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〇編集部： 
沖縄の話でも、 長 事が 分まで

って、日本でたびたび り てられてきた地

域の 史を られたことは印象的でした。 
●齋藤： 
いま の ド マで「 どん」を

やっていますが、 分で沖縄県になる

は、 として、 米 約とか、 約

とか、 としての立 があったんですよね。

それを 治 が 視して、日本に 合した

わけです。 合されたとき、 分が出て

から、いたたまれない人た が イに 民

していくんですね。1 年に横浜 から

イに行ったときは、沖縄の人はいないんで

すが、そのあとから行くんですね。そこから

150 年という今年は節目です。 
そのあとは、戦争の に っていくわけ

で、地 戦の中で軍人よりも市民の うが

になるという な戦争でした。その後は

の におかれ、最後に日本に

されて沖縄県になっていくわけです。当時

は 立だとか、さま まな運動もあった中で、

沖縄県民の人た は、いまの平和憲法の の

日本に私た は参加していくということにな

った。しかし、 戦で、 と ドー ー

といわれるように米軍基地が られて 来今

日まで、 な がある。平和憲法のもと

に っていったはずなのに、米軍基地はある

ままで はたくさんある。 
そういうことが日本の中で、一番 され

た形で沖縄県の 史の中に今日まであるとい

うことです。 
 
〇編集部： 
過 を 視して 来は れないということ

なのでし うね。 
●齋藤： 
勁 ではいろんな人の話を聞いているけ

ど、私は近現代史をあらためて一所 ん

でいます。 史を見るときには、いろんな

から見ることが 事だろうと思います。 
憲法もいろんな本を み していますが、

身近なところで、私た が な形でつなが

っていることを、まず り合うことが で

すね。日 の らしの中からということだろ

うと思います。 
 
〇編集部： 
本日は長時 、ありがとうご いました。 
 
インタビュー 施：201 年 2 月 23 日、

：神奈川県地域労働 会 、聞き ： 本

（神奈川自治研センター研 員）  
 
 
※注 ：「戦車阻止 争」とも される。 年

月 日、 戦車を積んだト ー ーが横浜市神

奈川区の村雨橋の重 制限 トンを えてい

るため、市長権限で通行を せず、戦車は相模

原補給廠に き した。 

 

※注 ： 年 月改正の車両制限令では、制限を

える重 や の車両が市 を通る に市長

が とされていたが、戦車阻止 争後に 令改

正され、米軍車両はその となった。 

 

※注 ： 年 月 日にイー ス駆 ッ

ドが、 ・ の南 沖で

ン の ンテナ と 事 を こした。 

 

※注 ： 軍労働組合の 。在日米軍基地で

働く人た の労働組合。 

 

※注 ：沖縄県内において ・ 補者 ・

一 補 立を行っている 活動・ 治 を

す。 には「 設に 対する 的な

県民 論の元で と革 の を り え、沖縄

が一 する」という がこめられている。 

 

※注 ：「日本軍 」らの日本 に対する

求権の日 での解 をめ る争いについて、

が問題解 のために きを 行しない

ことが憲法 の基本権を するとの 憲 を

憲法 所が し、これを けた が

年 月に日本 に 議を した。 

 

※注 ： 年 月 日の平 での日 会 で合

した宣言。 年 月中に日 正常

を再開することが り まれている。 
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年 国内外の動き 斎藤つよし氏の歩み

　4月　JR福知山線脱線事故
　9月　郵政民営化法案否決を受けて解散、第44
　　　　回総選挙。与党が３分の２の議席獲得。
　9月　小泉純一郎第３次内閣発足
10月　郵政民営化関連法が成立 　９月　衆院選神奈川11区で小泉総理と対決する

　　　も及ばず

　5月　日米政府は2014年までに辺野古移設完了を盛
　　　　り込んだロードマップに合意
　9月　安倍晋三第１次内閣発足
11月　沖縄県知事選　仲井真氏初当選

　７月　第21回参院選で自民惨敗 　７月　参院選比例区に立候補するも落選（2012
　７月　新潟中越沖地震発生 　　　年繰上当選通知を辞退）
　9月　福田康夫内閣発足

　２月　韓国大統領に保守派の李明博氏就任
　７月　北海道洞爺湖サミット開催
　9月　麻生太郎内閣発足　リーマンショック

　1月　バラク・オバマ氏アメリカ大統領に就任 ８月 比例南関東ブロックで衆院議員に当選
　8月　第45回衆院選　民主党圧勝で政権交代 民主 　　　　（～2012年）
　　　　党鳩山代表は普天間基地移設は最低でも県外
　9月　鳩山由紀夫内閣発足

　１月　名護市長選で辺野古移設反対の稲嶺氏当選 　３月　衆院外務委員会で沖縄に関する密約問題
　5月　鳩山首相会見 普天間飛行場移設に関し移設先 　　　　を取り上げる

　　　　を辺野古とする日米合意を発表 　9月　英国訪問　イラク戦争検証委調査

　６月　菅直人内閣発足　 　９月　国会対策委員長代理就任　
　6月　菅直人首相、消費税10％の引き上げに言及 　
　７月　第22回参院選で民主党大敗　ねじれ国会へ
11月　沖縄県知事選　現職の仲井真弘多氏再選　

　３月　東日本大震災発生 １月 米国ワシントンのシンクタンク訪問
　６月　菅直人内閣「不信任決議案」否決 　9月　内閣官房副長官就任　
　9月　野田佳彦内閣発足 　閣内での主な行動日誌
11月　大阪ダブル選挙で「大阪維新の会」圧勝 2011年
12月　北朝鮮の金正日総書記死去で後継に正恩氏 　　９月　沖縄県訪問

10月 日韓首脳会談同行（ソウル）
　11月　ASEAN首脳会議同行（バリ島）
　12月　沖縄県訪問
　12月　日韓首脳会談同行（京都）
　12月　沖縄県訪問

12月 日中首脳会談同行（北京）
12月 モンゴル国大統領と会談（ウランバートル）

2012年

　1月　野田佳彦第1次改造内閣 　　２月　沖縄県訪問

　6月　野田佳彦第2次改造内閣 　　3月　核セキュリティーサミット同行（ソウル）

10月　野田佳彦第3次改造内閣 　４月 韓国訪問（ソウル）
10月　米海兵隊、岩国飛行場から普天間飛行場へオ 　４月 日米首脳会談同行（ワシントン）
　　　　スプレイの配備始める 　　５月　日中韓首脳会談同行（北京）
11月　野田首相、党首討論で安倍総裁に対し議員定数 　　５月　沖縄返還40周年記念式典同行
　　　削減法案に協力するなら衆院解散すると明言 　　６月　沖縄県戦没者追悼式同行

　　９月　APEC同行（ウラジオストック）
10月 カンボジア首相と会談（プノンペン）

　10月　ダニエル・イノウエ米国上院議員と会談
　　　　　（官邸）
　10月　沖縄県訪問　米兵による女性暴行事件
　　　　　で、政府の対応を説明

12月　第46回衆院選　自・公圧勝で政権交代 　11月　ASEAN首脳会談同行（カンボジア）
12月　安倍晋三第３次内閣発足 この間、東日本大震災地、台風被災地を数多く訪問

12月　衆院選で山梨１区に出馬するも落選

国内外の動きと斎藤つよし氏の歩み

2012

2007

2011

2005

2006

2008

2010

2009

内閣副官房長官として、従軍慰安婦問題の打

開案作成に関わり、数度にわたり韓国側と交渉。

惜しくも間もなく成案をみるという時に衆議院が

解散してしまった。

1945年横浜に生まれ、中学卒業後、横浜市役所に

就職、働きながら高校、大学卒業。1987年に横浜市

議、1995年に参議院議員に当選、2001年に再選。
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　3月　中国国 主席に 氏 　4月　法政大学大学院 員 （～2016 3）
　7月　第23回参院選　自・公圧勝 　8月　モンゴル国訪問
　8月　米軍がオスプレイを配備 　9月　ロシア訪問　学 道会議（モスクワ）
　9月　2020年 の東京開催決定
12月　 定 密保護法が 行 決により成立
12月　沖縄　仲井真知事が辺野古 立

　1月　名護市長選で新基地 設反対の稲嶺氏再選 　４月　「 」設立記念 開催
　4月　消費税8％引き上げ 　5月　 　 会開催（ 島 郎氏）
　7月　閣議で 自 権を める 法解 　7月　 　 会開催（ 協 氏）
　　　　を決定 　9月　 ノルル スティバル シン ジウ 出席
　7月　普天間飛行場代 設 設事業動き出す 　9月　モンゴル国訪問
11月　沖縄知事選で辺野古 立反対の 長氏が現職 10月　 ーラ 開催（ 朝博氏）
　　　　を り当選するも首相との会談は 現 ず
11月　消費税再引き上げを1年 先 りへ
12月　第47回衆院選　自・公が３分の２
12月　安倍晋三第３次内閣発足

　4月　安倍首相訪米 　2月　 　 会開催（ 氏）
　5月　 長沖縄県知事訪米 　3月　米国ワシントン訪問
　5月　 長沖縄県知事、 ィ米大 と会談 　6月　 設立1周年記念 開催
　6月　衆院 法 査会で 法学者３人が安保法を 　　　　 に 外務 主任分 官の 藤 氏
　　　　 法 反と 10月　 　戦後70年を記念して連 開催
　6月　選挙権の年 を18 上とする改正公職選挙 　　　　第１ の に 日モンゴル大 を く
　　　　法が 決 11月　 　連 の第２ 開催
　8月　沖縄うるま市沖に米軍 リ 落 　　　　 に沖縄国 大学大学院 博盛氏
　8月　安倍首相、中東 訪戦後70年談 を発表 12月　 　戦後70年記念でリレー討論会開催
　9月　安 保 関連法成立

　9月　安倍氏 で自民党総裁に再選

　9月　マイ ンバー 度スタート
10月　 長沖縄県知事、辺野古 立の 取消
11月　3年 りに日韓首脳が会談
12月　慰安婦問題日韓合意

　3月　民主党、維新の党と合 、民 党へ 　3月　リトアニア訪問

　3月　 のブロ 「保 落 た日本死ね」が 、 　４月　 　 会開催（ 野 夫氏）
　　　　国会でも論議 　6月　 　 会開催（ 上 彦氏）
　4月　 本地震発生 　9月　 　 会開催（ 山 郎氏）
　5月　 サミット開催 12月　 　 会開催（ 島 郎氏）
　6月　イ リス　国民 でE 脱派勝
　7月　第24回参院選　参院は改 力が3分の2 に
　7月　東京都知事選、小 合 氏が当選
　9月　沖縄東沖に米軍戦 落
11月　米大統領選でド ルド・トランプ氏当選
11月　韓国 ク・ク 大統領辞任
12月　沖縄名護市海 にオスプレイ 、大

　1月　トランプ大統領と初の日米首脳会談 　4月　 　 会開催（ 博盛氏）
　2月　 学 への国 地 問題発 　７月　 　 会開催（ 氏）
　3月　 学 の 学 新設問題発 　9月　モンゴル国訪問
　5月　安倍首相、 法改正 会に「2020年を新しい 10月　 　 会開催（ 井 英策氏）
　　　　 法を 行の年に」のメッセージ 12月　 　 会開催（ 島 郎）
　6月　 法、委員会 決をとばし 決 行で成立
　9月　 時国会 の衆院解散
　9月　 の党 成で民 分 　立 民主党 成へ
10月　第48回衆院選で与党３分の２を獲得
10月　沖縄東 民 地に米軍大 リ不時 後 上
12月　普天間の小学校校 に米軍 リの 落

　2月　名護市長選、普天間移設 の 知氏が 　3月　 　 会開催（ 横 弘氏）

　　　　現職を る
2018

2015

2016

2017

2013

2014

モンゴル国は国 に「一国 核地 」として れ

ている。斎藤つよし氏は学 、交 を めるため数度にわ

たりモンゴルを訪れ、 の 動は現 も けている。

一 法人「 会」を主 。2014年４月に

調査・ 、 、人 の発 ・ 成 に

け設立して 、 会 カ な 、取り

みを けている。

上記 会の 、 月１回、都内 島

内に いて「 カ の会」をこれまで

23回開催している。
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 2018 年 1 月 19 日神奈川県地域労働 会 において、神奈川県地方自治研 センター2017 年

第 回神奈川ま くり研 会が開 され、 で神奈川自治研センター研 員

の 氏より「公 施設への ー ン イ の の現 と 題 神奈川県内の事 を中心

に 」をテーマにご いただいた。本 は、その 内 をもとに編集部にて原 を し、

氏が修正・加 したものである。 
 
は に 

 

もともと私が にやっていたのは

の研 で、今でも地域 について

行して 研 を進めている。 ー ン

イ （ 、「NR」と 記。）の研 を始

めたのは、2005 年から 2008 年まで神奈川

自治研センターで研 員としてお 話になっ

ていた時に、 うど日 スタ ムが NR
を し始めた後である。 
日 スタ ムの事 は、日本の公 施設

で 3 番目の事 である。日本初の公 施設

への NR は、 の スタ ムであり、

の 約 で話題となった。その後 内で

NR が 加し始め、なぜこのようなことが

こっているのかと 問を 、研 員時代に

いろいろ 始めたのが研 の始まりである。

当時『自治研かながわ月 』2008 年 2 月号

に論 を いたが、公 施設の NR にはま

とまった がなく、 に でどの

あるのかもわからないため、その後、 の

自治体を対象とした ン ート を 施し

た。その は『自治 研』（2014 年 1 月

号）に されている。 

NR は、いまは行 の により 施して

いるが、その をもう少し考えていく が

あると考えている。 方、ま くりの 点

からいうと NR の一番 きな ット

は、自治体に が るということがある。

平 市や横浜市などでは、ス ン ー企 が

一 に 事 をやって、ま くりにも

するような話もあるため、 い と考えな

けれ いけない と両 からお話をしていき

たいと思う。 

20 年 第 回神奈川 くり研究 （20 年 ） 

 

施 の の の  

神奈川県 の に  

神奈川自治研センター研究  

報告中の畠山氏 
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１． ー ン （ ） は 

 
公 の  

「 ー ン イ 」という言 自体は、

さんもお聞きになったことのある言 と思

うが、 体的にどのようなものかをご な

い方もいると思うので、 等を最初に

する。 
日本の 合は、もともと の地方自治

体における公 施設の 理運 方法として

理者制 による があり、さら

に NR により もできるのでは

ないかという話から始まっている。NR とい

うのは、日本 では「施設 権」と され

ることが多いが、 は、施設の を企 に

して を る方法である。たまに

いされている方もいて、施設自体を して

しまっているという 解もあるが、そうでは

なく、公 施設の を企 等に してそ

の対 として を るという方法である。 
もともとは 合衆 が発 で、

1973 年に ッ ーにある ン

ット ー （NFL）の ームのスタ ム

で最初に されたものである。 
日本の 合は、 施設に NR を し

ている ースが多いが、もともとは施設の

設時、もしくは改 時における 出 と

して始まったものと言われている。日本では

民 の施設では、 所 の 見 イ

ス ーナで 2000 年に されたのが始ま

りだった（ イドード ン イス ー

ナ）。公 施設では、現在 J ー の FC
と 1969 の ームスタ

ムになっている スタ ムの を、

2003 年に の が し、 の スタ

ムとしたのが初めてであり、そこから に

がっていった。 
ここであえて「公 施設の ー ン イ

」と言っているのは、NR は公 施設だけ

ではなく、民 所 の施設でも多く行われて

いるからである。 さんがご のところで

言え 、 の ックス・ ッ

ー が ームスタ ムとしている セ ド

ーム は、民 所 で公 施設ではない。

また、 ッ ー きの方ならご と思うが、

ンドンにある ー スタ ムは、

ーセナ という ッ ー ームの所 物でこ

れも民 のものである。 
民 施設の NR は、企 の 会で合 が

られていれ 、 く問題ないと思っている

が、公 施設に関しては で考えなくてはい

けない。 
たとえ ス ットスタ ムは、

がス ン ーとなっている施設で

県 市にある。ご ない方も多いと思う

が、J2 の テ スの ームスタ

ムになっている。ここは、 合運動公

という県の施設の を が

い取って、 ス ー ークにした

もので、その中に ス ットスタ ム

と ナ ン C と イ イ と

ノ ュー ー がある。また、あわ

ん ー というのは、 施設で 行が

ス ン ーとなったものだが、このように公

施設にさま まな がついている。 
なぜ私が民 施設と公 施設とを分けて

えているのか。それは公 施設が公 と

して、 を使 して 設しているため、

に対する住民合 が 事だと考えるか

らである。行 は、NR は正 ではなく

だから行 の で を行えると

しているが、 は とんど正 のよう

に使 されており、 のみが り きして

いる にある。後 の 市のように地域

イ ンテ テ の にもつながっている

ような ースもあるため、公 施設への NR
の については、民 とは ってしっかり

合 形 を る があるのではないかとい

16　自治研かながわ月報 2018年4月号（No.170）
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うのが私の考えである。 
 
2 の リ ・ リ  

に NR の ット・ ットについ

て る。まず ットを ると、自治体

にとってやはり一番 きいのは自主 の

である。 を 部、施設の運 に

使っているわけではないが、おお ね施設

運 の が れる点が一つある。企 に

とっては、 や企 が施設に くこと

で、それがマス 等によって発 されてい

くことにより、 体としての をもつ。

ス ン ー企 に対する聞き取り による

と、 通にテ ビ CM を つよりも らか

に で、5 10 年というある の期 、

ずっと が 出するため、 としては

いのではないかという話もあった。 
という だけでなく、 は自治体

の に するという で、地域 や

会 がうたわれ、それで企 イ ー の

にもつながるということもいわれている。 
一方、自治体 の ットを れ 、

後で れるように地域住民や施設 者から

の 発が生 るということがある。あとは、

ー ンイー スの ームスタ

ムのように、 約期 中にス ン ーに

よる 事等が きてイ ー が ンする

ことがある。 のスタ ムは、 は日

本 ク ックススタ ム だったが、

ス ン ーが 事を こして し、その

後、 がス ン ーとなり、 重なる

が行われている。このような事 がいく

つかみられる。 
企 にとっての ットとしては、施

設 が しなかった 合に、 に 約

を っているだけで、 対 が くなる。 
また、 にス ー 施設にいえることだが、

ッ ーの 合は J1・J2・J3 の ー があ

り、 ームの や に ってマス 等

に取り られる が わる。本 地とす

る ームの に って の取り

方が わってくるため、 が な

がある。たとえ 、 ナイテッド

・市原や ン鳥 のスタ ムでは、

ーム ームが J1 にいる時と、J にいる時

で 約 を する事 もある。 
横浜でも、 ッ

（ 公 ）と日 ス

タ ム（横浜 合 ）

の つに NR を しているが、

後者の ーム ームである横浜

F・マ ノスは J１で、 者の横

浜 FC は J にいる。取り ら

れ方も なるため、 ッ の は とん

ど聞かない。そういうところでも を

っているということが一つある。 
 
． の公 の  

 に ン ー  

 

でどのような NR があるか。 、

私が の自治体への ン ート により

公共施設へのネーミングライツの導入の現状と課題　17
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て『自治 研』の 2014 年 11 月号に

せたもので、 ータとしては少し いが

をご いただく。 
まず、2017 年 で約 180 の自治体、約

400 施設に 、もしくは を してい

るという にある。なぜ に「約」を

けているのかというと、NR については、

な がなく、私が 2012 年に の自治

体に行った ン ート をベースにして、

あとは「G-Search」という 聞記事を横

検 できる イトで「 ー ン イ 」と

いう を検 し、その 聞記事を 部 ん

で加 した なので、 にはもう少し多い

がある。 は、 体この らいで

しているということでご いただきたい。 
の （ 1）については、

した事 もあるので、 ずしもこれを合 し

た が現在 施しているとは限らない。 年

で見ると、2003 年に スタ ムで初め

て されて、1 年 いた後に 加し、

2010 年 後に するが、ここ 4 5
年くらいはさらに びている にある。

2018 年の は 約が まっているだけで、

4 月から される施設が多いので、まだ始

まっていないものも まれている。2018 年

は、これからさらに えることが される。 
これからお話しする ン ートの は、

2012 年 5 月 1 日現在のもので、 村は対象

に めていない。当時は 村で している

事 がなかった。しかし、ここ最近は 10 か

所くらい 村でも しているところがあり、

小 模自治体にも がってきている。 
この ン ートは回 が 81.4 で、自

治体 ン ートでは しく、かなり の

い ン ート ができた。加えて、ス ン

ー にも ン ート を 施したが、こ

らは 41.4 の回 だった。詳 は『自

治 研』2014 年 1 月号の論 に されて

いるため、そ らをご いただきたい。

2012 年 にかなり されているので、

は わっているかもしれないが、お

お ね はないと思う。 
自治体 に NR の を見ると、

令市では 7 方 が進んでいて、

県でも過 では が進んでいる。 は

模な自治体で、 的 の 約 を設

できそうな 施設を所 する自治体を中

心に NR が されている。ただし、この

0
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（ ）

 
1 NR の の  

注）2018 年は みのものも  

：自治体への ン ート、G-search 
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の後では、中小 模自治体でも して

いるため、 が わっている はある。 
施設の について、一番多いのはス

ー 施設である。 に や ッ ー、

ス ット ー の ームスタ ムに

なっている施設は、マス でも取り ら

れる が い。 え 、 ン鳥 の ー

ムスタ ムのベスト テ スタ ム、

テ スの ームスタ ムの

ス ットスタ ムなどが られる。

に多いのは 施設である。 市にある

会 は、施設改修時にそれまでの 内最

の 50 年 50 という 約で、 ーム

という 体 企 が し「 ーム

ター 」という になった。 ー

マートやスター ックスも 設され、おし

れな感 に再改 されている。 
その にも 市公 や 会 施設などに

されているが、近年ではそれ の多

な施設にも されている。 え 県鳥

市の鳥 市民の は、「 ・ ー

スト鳥 市民の 」に、 県では県 が

「ENEOS の 」などとなった。また、

県では ムにも NR を している。最近

は、 橋にも多く されている。 
NR を した目的は、自治体 では施設

の 理運 の が一番 きい。それ

には、ス ン ーによる地域 会 事 を

施して しいというのもある。企 は、

イ ー ッ や宣 よりも地域 を重視

している。 
 
． の  

 

に  

一 的な NR の 約までの れについて

する。まず、 自治体において でき

る施設を する。最近では、後 するよう

に神奈川県内でも横浜市や平 市では、自治

体 が 施設を めるのでなく、企 か

ら するしくみを設けている。基本的には

舎 の とんどの施設について、やれそ

うなものに を てくださいという、企

から してもらって行 で できる

かどうかを することになる。 
集方法については、一 的に公 が多い。

その時に 集 で、 約 や、年 、施設

、権 等の内 を し、企 に し

てもらって、 員会の中でス ン ーを

するという れである。 
集をしたときにス ン ーが してこ

ない ースがあり、その 合には再 集され

ることもある。 してきても 体 1 で、

員会は、 したところが本当に

かどうかだけを ックする。 員会

は NR を す きか かを する権限

は っておらず、あくまでも することを

に、その企 で かということを

する。このため、住民も めた合 形 を

まったく っていないことになる。 員

会で にした は聞いたことがない。

し んでくれたものは基本 という形でス

ン ーが され、 約内 の 部の

を行って、 約 に る。 
約期 中は、 が使 され事 が 施

される。 も け えなけれ いけない。

施設の はも ろん、施設の が され

る などさま まな を け える

ので である。 の は自治体に

もよるが、 はおお ね自治体が 出

する ースが多く、施設の は企 が出

す ースが多い。 、NR の 約 ス

の け え がかかるため、 約

に がかかる。その後は、 発 等で

マス 等に周 したり、自治体の 等で

少しずつ 出を っていく。 
約が に ると、基本的にはどこの自

治体も 約を していく れにある。今ま

公共施設へのネーミングライツの導入の現状と課題　19
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でのス ン ーが したいといえ 、

する方 である。 集 にも、 の 先

権を元 の企 にあるように設 しているも

のが多い。しかし、 対 がみられない

という理 で するところも あって、

その 合には、再公 をかけて しいス ン

ーを するため、ス ン ーが何 も

わっている事 もある。 ーンスタ ム

神 のように 2 回 が わったり、

スタ ムのように 3 回 わっている も

ある。 
また、再公 でもまったく がなくて、

NR をやめる もごくたまにある。そういう

合には当 、 の取り しが になる。 
 
2 に  

約年  

約年 は、3 年と 5 年が多い。これは

を 施した 2012 年は、 事 が少なか

った であるため、先進的な横浜市や 分県

等を の自治体が参考にしたからである。な

かには、長期的な とするために 6 年や

10 年に設 したところもあるが、 体でみ

るとそれ ど多くない。 
また、 理者の 期 に合わせたと

いう事 もある。ごくまれに 理者と

NR のス ン ーが という事 もあるが、

そこまで行くともう公 施設ではないのでは

ないかとも感 る。 
約  

約 は、 平 をとると 体の平 が

年 で 2,003 である。ス ー 施設は

少し くて 2,911 、 会 施設は 565
で、施設の によって わる。 

この当時の最 は年 5 で、何の

しになるのかというものから、最 は

のスタ ムの 2 7500 とかなり

がある。これを 合衆 の 4 ス

ー （※ 注）のスタ ムの平 と

すると、 の 合は年 300 ド

らい、 で 3 後なので、い

かに日本の NR の 約 が小さいかという

ことがわかる。 
この理 としては の 4 ス ー

と、日本のス ー を た時に 的に

見てどれくらい 出しているかというところ

がある。4 ス ー は で見られてい

て 出 も いが、日本の や ッ

ーは くらいでしか見られていないため、

その いが きいのではないかと考える。 
自治体が のどのくらいを回 できた

かといえ 、103.8 と よりやや多く

回 できているが、 市公 や 施設では、

なかなか 約 が くならないようで、

の 100 を 回る事 が多い。 
施設 の や 権  

施設 は、地 を す ースが 多く

て、企 だけ、あるいは だけという

ものがある。たとえ 「DIADORA ー

ナ」、「ベイ ー 」、「 ン

スタ ム」、「 ト ー 」、

「 ク ーナ」など、どこにあるか

わからない。これが NR の問題点の一

つである。 なみに、ベイ は 本の

ッ ン センター、 ン は の

ス 、 ト は の

である。 
記のような施設については が多く

せられているため、最近は、 ず地 の

を 集 に れている ースが多い。その

、「 テックスタ ム 」、「

ン ス ー 」 、「 MAZDA 

Zoom-Zoom スタ ム 」、「正田

スタ ム 」、「 ーム ター 」

のように地 と企 を組み合わせた施設が

加している。しかし、だんだん が長く

なった 、 、 して されるため、

何だかよくわからないという施設が多 ある。
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「MAZDA Zoom-Zoom スタ ム 」と

いう も、テ ビや 聞 は「マ スタ

ム」としか取り られないため、 と

んど地 を れた がない。 
2012 年の では、地 が れてしまっ

た ースが 60.5 あり、地 を れている

施設が約 4 と、地 が っていない事

が 多いことが一つの問題である。 
また、 ー ン 「 イ （rights）」と

いうことで、権 は 形になる。NR は

を するだけの権 ではなく、自治体が

いろいろな 権 をつける ースが多い。

日 スタ ムでは、施設の 使 権（ス

ン ー が年 回使える）や、施設内へ

を する権 などさま まな 権

を えている。それによって少しでも 約

を たいという考えが自治体 にはある。 
 
．神奈川県 の の  

 
の  

これまでの話を まえて、神奈川県内の現

はどうなのかを考 したい。今回改めて、

県も め、県内 34 自治体を て イ

トで たところ、 しているのは 10 自

治体、 体の 29 であった。施設 は、

2017 年 現在で 43 施設に されている

（ 1）。 
している自治体は、神奈川県、横浜市、

川 市、相模原市、平 市、 市、 市、

原市、 市、中 ということで、や

はり 模自治体が中心である。私の 2008
年の論 時点では、神奈川県、横浜市、平

市だけだった。 
施設の で多いのは、ス ー 施設であ

る。県内は、 に J ー の ームが多く、

2 では川 ンター のスタ ム

は NR を している。 
では、横浜スタ ムはやっていない

が、ベイスター の 2 軍の 合をよく行う

平 や、 を行うような

など、神奈川県民にはよく られている

ス ー 施設での が進んでいる。 
施設では、 市や相模原市が し

ている。 会 施設では、横浜市の

にある ども や 市の ども

でも している。 
公 は、相模原公 や横浜市の ーク

で されている。 の の れあい公

は、す 近くにある横浜 が権 を

取っている。 
また、川 市では 橋に されていた

り、県の施設では トン の もある。 
 
2  

南 橋は、 約 が い。5 年 で

1,350 、年 270 と、橋でここまで

いことは しい。この理 としては、やは

り で 年正月には通って が出る

ことが考えられる。 
約 で目につくのは、横浜市が 出して

い施設が多い点である。 え 、日 スタ

ムは現在、 年 約 が 1 5,000
である。また、 ッ ッ も

4,000 で、 施設は横浜市に集まって

いる。ただし、日 スタ ムの 年 約

の当初 は 4 7,000 だったが、

約 のたびに日 が に を し、

どんどん くなって 1 5,000 まで が

ってきている。このように 約 が して

いる事 も多い。 
相模原市でも相模原市 会 （相模原

ーン ー ）は、 ュー ンの ン

ート会 になるが、1,500 くらいである。

あとは、 ッ ーの 南ベ マー の ーム

スタ ムの平 は BMW が取って

いるが、これも 1,500 らいで、 的

出があるところは になっていることわ
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かる。 
1（29 ）の 考 に 権 等の記

がある。 え 横浜 ート イド人 橋

は、 が取って は「ベイク ータ

ー ーク」となっているが、 も法

人の職員が行っている。 公 では

横浜 がイベントを開 している。イ

ベント や、トイ の などさま まな

権 を している事 が多い。平 市や相

模原市でも NR を として 会の

ようなイベントを 施しているところがいく

つかあり、これらも として られる。 
また、 な事 として 市の 浜

が られる。この事 は と も

めて の NR を を生 する

という企 が したが、企 の

で はそのままとした。そこまでいくと

NR ではないのではないか、 なる では

ないかという見方もできるが、 市は 約

として しているため、NR だとしている。

これは 法 の問題で ではなく 約の方

が なため、あえて ではなく NR と

いう 約行為で 施している。 
 

に 題 

現在 集をしている自治体としては、

市などがある（ 2）。その にも 集して

いるが、あまりス ン ーがつかない と

いうのがある。 
また、先 ども言 した による 集

も行われている。神奈川県、横浜市、相模原

市、平 市、 市、中 では、やりたい

施設があったら を てくださいと、 時

集の形でやっているところが多い。

は、もともと横浜市がやり始めたことである。 
 

4 自治 の  

県内の事 から、NR がどの 自治体の

に しているのかを平 29 年

で自治体ごとに したのが 3 である。

市は NR の が イトで公開

されていなかったため いた。 
平 29 年 当初 の一 会 の中

で、NR のみの を合 してどのくらい

の 合を めているかを すると、小 点

5 らいまでいかないと できない ら

い した 合でないことがわかる。一番 合

2 NR 集中の公 施設 
（2017 年 ） 

： 自治体の イト 

 
3 自治体 NR と 一

会 に める 合（H29）

： 自治体の イト 
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が きいのは平 市の 0.03 であり、こ

の の でもないよりあった うがいいと

いう考え方もあるが、自治体 への

はそれ ど きくない。 
 
．公 の に 点 

 
に ・  

では、公 施設への NR に関する論

点をいくつかお ししたい。まず、NR に関

する法的・制 的解 をいくつか する。 
地方自治法 の解 としては、第 238 4

第 1 に「行 」についての があ

って「 、 し、 り い、 し、出

の目的とし、もしくは し、またはこれ

に私権を設 することができない」という。

は、NR がここでの私権に当たるかどうか

が、自治法 の最 の論点になる。 
これについては、 市が NR を

する に に見解を求め、それに対して

は の内 が された。 は「行

への NR の は、地方自治法 の私権の

設 にあたらない。」と言っている。また

「そもそも ー ン イ という考え方は、

わが では なる 約行為でしかない。

としては、自治法 ー ン イ に関

する ステムもないので、 もしなけれ 、

論を えることもしない。ただし、 ー

ン イ の 施にあたっては、公 施設に

さわしい企 を して しい。」と、あ

まり回 になっていないが、まあいいん

ないのという の解 を 2004 年に した。

この見解の が きくて、この解 で

できるなら、問題ないでし うということで

自治体で が進んでいった。 
さらに、横浜市の解 も が きい。横

浜市は ー ン イ を「 権に ずる

権 と解 し、行 の にこの権 が

しており、これを市の する 通 と

して一 私法の を けて した」から

問題ない、という自治法 の解 （ 川

2006）を出している。 
これが議論になったのは横浜 合

（日 スタ ム）に NR を したと

きだった。 は 横浜公 内にある施

設であるため、 市公 法が関わってくる。

法第 11 に関わる施行令第 18 の

中に「 の設 に係る 市公 においては、

何人も、みだりに に る行為をしてはな

らない」とあり、 に る行為とは「はり

、はり その の 物を すること」

とされているため、これに NR が する

のではないかという議論があった。横浜市は、

「日 スタ ムは横浜 合 に代

わる施設の正 であり、企 は ん

でいますが企 の 物に 当せず」として

問題ないという見解を した（ 川 2006）。

施設の正 を する 合には 改正

が となり議会での議 を ないといけな

いが、「この は、横浜市公 では

横浜公 内の 合 という施設 で

われており、 の記 はないため、

に う 改正は ありません」

という 方をした。 
このように、横浜市は横浜 合

では正 と言っているが、 の NR
施設では、正 にすると 改正をし

ないといけないことから、す て として

いる。 だから 改正をする がなく

議会での議 を る がないというように、

施設によって NR に関する解 を えてい

る。これがまかり通ってしまったため、これ

、行 の で NR が されるとい

う形になった。解 、 法ではないため、

こういう形で通っているが、横浜市の解 は

当たり的で される きと考える。いず

れにしても、NR に関する な法 や制

が 在していないため、NR の に当たっ
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ては自治体の に されているのが で

ある。 
 

2 に ・ 識 

に対する住民の  

で 設される公 施設の NR を

員会という自治体の のみで してし

まっていいのかという論点がある。 
NR は とはいえ、 正 として

使 されている がある。NR をめ って

は、 内 を め、 は きている。

え 、NR 先進 の 合衆 でも、

ー ー （MLB）の ト イトタイ

ースの ームスタ ムの NR を

行が取 して ークにした時に、

ンがなぜ自分た の きなタイ ース

のスタ ムが になるのだというこ

とで、そこの 行を使 しないという 議行

動をした事 がある。 
横浜市でも 2008 年に、開 と 史

物 に NR が検討されたことがあり、

当初行 は 行する だったが、 話や

ー で市民や の 者から 対 見があ

り、なかには するなら を 部 き

うというような人もいたようで、 、横

浜市 としては を したという が

ある。 
また、 区の 公 をナイ ン

による NR で再開発するという 画が出た。

その 、 区がそこに多くいた ーム ス

の方 を してまで行 代 行をしたとい

うこともあって、 生活者 体が 議

活動をしたり、 にも っている。ナイ

は NR 約をしたが、 会的な が き

いということで、 、 は 公 のま

まという形で いた。ただし、 を

してしまったことで、ナイ には ット

が くなくなり、2017 年に NR 約は解

された。 

にも、 市民会 では、 ン ス

が NR を取 したが、 ン スが 2011 年

に しの 事を こしたため、「なん

でこんな会 と 約したのだ」と市民から

の問い合わせが相 いだという もされ

ている。 
 

市 の事  
一番 きな問題となったのは 市

である。 市 はもともと市が てた

ものではなく、市民と の を中心に

てられていて、 市民にとっては 「市

立」でなく「 市 」という に

を っている 合が多い。現在はここを再

開発するための 事をしているが、その

出のために NR を し、 セ が NR
を取 し 後に 市 セ となる

ことが している。 
公 では日本初の で、 を し

ても公 に NR が されている事

はない。このため、 施設に企 の

を れるというのはいかがなものかというこ

とで、 市では きな議論となった。

を している 体や、周 住民に

よる 体が 対運動をした。一方で、NR
に を す もおり、 両論だっ

た。これには議会も 対 議をしたが、議会

には止める がなく、 、 行でそのま

ま された。議会が 対 議をしていると

いうのもあまりない である。なぜかという

と、議会には先 ど し たように、NR
を する権限がない。行 が、 改正を

議会にかけないで で できてしまうた

め、議会はどのような方法をとっても止める

ことができない。 
関 ではあまり されていないが、関

では きく されて、私もテ ビ取 等を

いくつか けた。 市 は、かなり合

形 に した事 だが、 市が 行
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をしてすでに 約が み、それにより

ン ックに合わせた再開発がされること

になる。（詳 は『自治 研』2017 年 10
月号 論 参 。） 
 

に の  

 

の ン ー  

に住民はどう えているかということ

で、2017 年 11 月に 市民 3,000 人を対

象として行った ン ート から考 する。

なお回 は 33.3 である。 
その は （2018）で詳 に い

ただきたいが、 的に言うと、そもそも NR
って何だかよくわからないという人た が多

い。言 自体初めて聞いたという人た が

35.2 いて、言 自体は っていたけど内

がよくわからないという人が 15.1 と、過

は何だかよくわからないという人た で

ある。 市 や 会 への

についても、 聞やテ ビで きく され

ていたにもかかわらず、このような であ

る。 
市の NR 施設は、まず、

の などが行われ、 民には

な「わかさスタ ム 」がある。また

ス ット ー B ー の ンナ

ー という ームの ームになっている

「 ンナ ー ーナ」、 市民なら一

は行く 施設である「 ーム ター

」などもある。この はわりと が

く先 どの「 市 セ 」も め、

NR が されていると っている人が過

と多い。 

●わかさスタ ム             ● 市 セ  
2 NR に関わる住民 識 

： 市民への ン ート  
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市では、公衆トイ にも NR を

している。 市 セ のす 目の

にあるトイ は「 体 『心』のトイ

」という。これは けに の

ンタ や の イクをする企 が、年

100 で NR 約をしている。 が

もともと使 されていない公衆トイ に企

がついて、 ンテ で企 の方が

もしている。 に、公 やドック ンなど多

な施設に NR が されているが、

が 10 とこれらは とんど られて

いない。 模施設と小 模施設ではかなり

が なる。 
に、NR 施設に対してどのような

識を っているかという点である。ここでは、

の「わかさスタ ム 」と「

市 セ 」の両方について ねたが、

施設によって 識が う（ 2）。 
「わかさスタ ム 」に関しては、

が る、 が う、親しみが く

になったなど、 的な 見が多い。一方、

市 セ に関しては、 区に

「わかさスタ ム 」や「 ンナ ー

ーナ」というス ー 施設があるため

区民にはイ ー が い。しかし、 市

セ が立地する 区では 的な

見が多く、 に企 が るのは なの

でやめて しいという 見が多かった。 
 
2 に の  

このように NR については、そもそも

が く、住民の中でも NR に対して

両論がある中で、行 が で して

いのか、という論点がある。やはり合 形

が 事で、一番現 的なのは議会で合 形

を るということだと考えている。 
ターンとしては つの方法がある。１つ

は、NR を施設の正 ととらえて、

改正による議会 を行うという方法である。

これは自治体が な 合はできないため、

現 的である。 
つめは、NR に関する を制 して、

議会 を る形にするという方法である。

これは、横浜市と 区でやろうとして議会

で された。 
つめが、 市で 2017 年 6 月に 現し

た方法で、議会基本 で、NR を議 事

してしまうという方法である。 
NR に関する議会 がどの 行われて

いるか。2012 年の ン ート では

7.5 だった。議会 の 体的な方法は、

のようなものがある。 
市が 市民 に NR を し

たときには、 の に い議会

を ていた。 の第 20 に「市長は

の を めることができる」という

を 加しようとし された。 は市長の

で NR を できるということを

改正で めた。この 改正により、 は

市長の で を できるものの、形

的にはこの に NR の を議会に

り、議会 を る方法が られた。 
方で、NR の や、 自体を検討す

る議会 はあまりない。先 ど した

区では、 公 の 対運動を まえて、

「区施設等の に関する 」という

NR に関する を議員 したが、 少

で された。また、横浜市でも NR
約に関する が議員 されたが、 少

で されており、NR に関する 制

はうまくいっていない がある。 
年の 市会基本 の改正は初めてそ

こに風 を開けた。 市議会は 施設へ

の NR に対する自分た の 対 見が

ないがしろにされ、行 に 行 されたこ

とに 感を っていた。 市議会は

の議 が 自治体に て多く、最 議

の自民 の つが合 すれ 過 を取れる。
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なかなか合 することは しかったようだが、

それでも 市議会基本 の改正 を議員

し、NR の議 事 を 加することを

会一 で した。これが 初の事 で、

かにはまだない。なお 市では、議 事

の後に NR の は出ておらず、

はまだ動いていない。 
 

に 

 
を まえて、 めくくりの話としてい

きたいと思う。 
NR は、自治体 の としては少

ではあるが、 的に 約されているため、

それなりには であると考える。 合によ

っては、企 ・ス ン ーが 事 なども

行いつつ、地域 もできているため、そう

いうきっかけとしても であった。 
 ただし、 を中心に 設された公 施設

への 、という点で とはいえ、 正

で使 されている現 を考えると、住

民の代 である議会の合 形 が と考え

る。 
もう一つ言えることは、議会で合 形 を

ることは住民合 ができるというだけでは

なく、住民に対して を めることにも

つながっていくと考える。そもそも住民に

されていなくて、企 にとっての ット

があるとは言えないのではないか。 
自治体がどのように を っているかと

いうと、マス 発 や市の への 、

そして イト等に 約 を してい

るだけである。 聞に されても、 が

されてしまって というようなことも

あり、なかなか が がらない。

が がらなけれ 、企 にとっての ット

がなくなり、 的に 約ができるとは限ら

ない。 のところ自治体 に ね ってく

る問題だと考える。 を めるためにも、

議会で合 形 を っていくことが 事では

ないか。 
私は、NR について 的に 対して

いるわけではなく、どのような施設に す

るかをある 考えながら行え よいと考え

る。また、やはり公 施設なので、どこかで

住民合 というものを る がある。それ

がなく、わけのわからない を行 の

で けて、住民の イ ンテ テ が なわ

れるようなことは けなくてはいけない。そ

ういう でも公 施設への NR に

して議会の合 形 をす きという考え方に

立っている。 
 
 

※注： の 4 ス ー とは、 で人

のある 4 つの ス ー を す。 

ン ット ー のナ ナ ット

ー ー （NFL）、 の ー ー ベー

ス ー （MLB）、 ス ット ー のナ

ナ ス ット ー ー ン

（NBA）、 イス ッ ーのナ ナ ッ

ー ー （NHL）。 
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・ （2014）「公 施設への ー

ン イ の の と今後のあり方」

自治 研 423 号 50-91  
・ （2017）「公 施設への ー
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神奈川県の人 は、 年１月１日時点

では、 、 加の を しています。し

かし、今後、 で一、 を争うス ードで

が進 と され、 年には

が に すると されていま

す。こうした人 少 会の 来は、 市

画、 ・ 画、地域の ュ テ ー

くりなど多 にわたる分 に を し

ます。 

 する地域 会のなかで、 会 制

をは めとして な地域のま くり

にどのように対 し、今私た が考えていか

なくてはならないことは何か、行う きこと

は何かを本集会で発 す く、第 回地方

自治研 神奈川集会を 記 にて開 いた

します。 ってご参加ください。 

 

『 ろう、住民自治の たかな 会』 

第 回地方自治研 神奈川集会を開 （参加 内） 

第 54 回地方自治研 神奈川集会 
 

日 時  月 日   （ 開始 ） 

  会  ー ン テ 横浜  ン ンス ーム 

        

   模  約 人 

    

体集会  ： ：  

「人 少 会における地域のま くりと活 をめ して」（ ） 

         地域   田 さん 

  分 会    

    第１分 会（自治体 分 ） 

          「神奈川 ステムを使った 分  自治体 組からの 」 

            ド イ ー： 藤 さん（藤 自治研センター研 ） 

 第 分 会（ 通 ） 

          「住み れた地域 会で 心して生活できるように」（ ） 

            ：横田 さん（元内閣官房 員） 

 第 分 会（市民活動と地域行 の 働の取り組み） 

          「市民とともに るま くり 自治体職員のす きことは 」 

            ： ド イ ー 中川 さん マ トナの会副代   

   

問い合わせ   自治労神奈川県本部 （  ） 

神奈川自治研センター（  ） 

          を される方は事 にご さい。（  ） 

主  自治労神奈川県本部 （公 ）神奈川県地方自治研 センター 
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 編集後記

　本号の編集作業中、米軍が横田基地に今夏配備予定のオスプレイ５機が横浜ノースドックに

陸揚げされ、その後横田基地まで飛来したというニュースが飛び込んできた。巻頭のインタ

ビューでも言及された日米地位協定の縛りの中、未だ安全性が危惧される米軍機の都心上空へ

の飛来について、日本政府は禁止を要請するどころか、配備前倒し公表を控えてほしいとする

米軍の要請に従い、通報から18日間も公表を控えていたことが明らかとなった。主権国家のこ

うした「異常な」対応は、意外なほど「冷静に」報道されている。

　沖縄における米軍基地問題の端緒ともいうべき太平洋戦争末期の沖縄本島への米軍上陸は、

73年前の４月に始まった。そこから人の一生ともいえるほど長い間、沖縄の人々が日常の中で

引き受けてきた日米関係の不条理さを、今こそ首都圏に暮らす私たちが自分事として受け止め、

その必要性を問い直す機会としていくべきではないだろうか。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　新年度早々の巻頭言にふさわしくないタイトルで申し訳ありません。「ここは地獄

か？」は、昨年12月に出版された『ルポ川崎』という本の帯の見出しのフレーズです。

2015年3月に起きた大師河原の中学生殺人事件から着想を得て、臨海部に面する川崎

区の若者のサブカルチャーを追いかけた本です。同時期にこの本の写真集、また殺人

事件そのものを描いた『43回の殺意』も出版されました。

　この本の書評については川崎市職労の機関紙に書かせていただきましたので重複は

避けますが、生まれも育ちも職場も組合活動の拠点も川崎区にあって、公害に苦しめ

られ貧困や差別にあえぐ労働者の町を少しでも良くしたいとの思いで仕事や活動に取

り組んできた自分にとって、その結果が「地獄」とまで表現されてしまうことへの虚

しさは、一度や二度の酒席の話題にするだけでは拭えぬものとなっています。朝日新

聞や神奈川新聞の書評で、地獄の中にあってもダンスやラップで活躍する若者たち、

ヘイトスピーチと闘う市民、外国に関わる子どもたちの居場所としてのふれあい館な

どを評価していただいたことで少しは慰められてはいますが…。

　エッセイという短い文章なので詳細な分析は他に譲りますが、この本に紹介された

若者に共通するものは、貧しさと不安定な家庭環境、そして「学校に行かない」もし

くは「行けない」といったところでしょうか。既に10代の中後半に至っているので、

家庭内であからさまな虐待を受けることはない世代ですが、半分大人として扱われる

中で、世間から受ける言葉の暴力や冷たい視線という社会からの虐待にさらされてい

るといえます。

　思想家の内田樹さんは、子どもが「消費主体」として育てられていることから「学

びからの逃走」、「労働からの逃走」をし始め、下流志向になっていくと説きました。

しかし、その機会さえ与えられず貧困と格差が新たな階級のように固定されていく構

造的な状況がここにあります。

　そしてその負の連鎖の構造に立ち向かえず、悶々として具体的な対処に追われてい

るのが心ある自治体職員・教員の現状ではないでしょうか。

　労働組合や政党はその悶々としたものを変革のエネルギーにしてきましたし、これ

からもそうあるべきでしょう。

　「地獄」と呼ばれる川崎区だからこそ、ヘイトスピーチの餌食にされています。ヘイ

ト攻撃を、ただ不愉快で日本の恥だとしか言わない善意の大多数の人こそ、地獄化す

る町を再生産しているのではと問わずにいられません。

　厳しい寒さが明け、華やいだ季節になりましたが、私は未だに悶々とした日々を送っ

ています。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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